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1．はじめに

2006年４月のスタートに向け、介護保険「制

度見直し」の大枠が2005年の通常国会に上程さ

れ、その詳細の詰めの作業が進められている。

また、それに並行して医療保険制度改革の議論

が本格化しつつある。両制度は2006年４月にそ

れぞれの報酬（介護報酬、診療報酬）の改定も

控えており、2005年度はまさに社会保険制度改

革の山場を迎える。

今や、社会保険制度改革の枕詞となった「制

度の持続可能性」が、その是非はともかくとし

て、議論の中心に据えられることは間違いのな

いところである。高齢社会を支える両制度は、

ともに保険財政難に直面し、制度内の改革に止

まらず、「公的保険の守備範囲を如何に考える

か」という社会保険の輪郭自体を検討する段階

に入ったと言える。

しかし、国民の医療や介護に関するリスクは

変わるところはない。むしろ、長寿化に伴う医

療ニーズの増大や介護期間の長期化により、リ

スクは拡大傾向を呈している。とすれば、本年

度佳境を迎える社会保険制度改革の議論は、民

間保険との関係を積極的に意識したものになる

ことは自然の流れであろう。

本稿では、社会保険制度改革の動向を俯瞰す

ると同時に、民間医療保険・介護保険との関係

を整理し、公的保険と民間保険の積極的な「協

働」の可能性を探りたい。

2．社会保険制度改革の動向

（1）介護保険制度

まず、介護保険制度では、2000年４月の制度

施行当初から予定されていた「制度見直し」の

議論が行われ、介護予防システムの確立（新予

防給付の導入等）、サービス体系の見直し（地

域密着型サービスの創設等）、施設サービスに

おける居住費・食費の自己負担化などを中心と

した改正法案が取りまとめられた。

いずれも、急速に膨張した介護給付費に一定

の歯止めをかけることを直接・間接に実現する

ものである。以下、主な改正点を解説する。

①介護予防

介護予防システムの確立とは、端的には、要

支援・要介護１の軽度要介護者について、要介

護状態の予防や悪化防止に資する介護予防サー

ビスを重点的に提供する仕組みである（図表－

１）。これによって、軽度要介護者（199万人、

要介護認定者の48.9％）の約８割が従来の介護
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給付から新予防給付に移行することが想定され

ている。

介護予防の考え方それ自体は、要介護状態の

予防や悪化防止により「将来的」「結果的」に

保険給付の減少をもたらすものではあるが、現

実に導入される仕組みは、現在の保険給付対象

者の一部をいわゆる介護給付の一歩手前に引き

戻すものである。新予防給付が従来の介護保険

給付と同一ではない以上、対象範囲を狭める

（介護保険給付はもっと重度になってから）方

法で公的介護保険給付の守備範囲は縮小された

と考えられる。

用を介護保険給付の対象外とし、利用者（入所

者）の負担とする仕組みである（図表－２）。

年金給付との重複や在宅サービス利用者との負

担の公平などが主たる理由とされているが、年

金額の縮小や在宅サービス利用者の同費用の調

整等の検討を待たず、当然のように施設サービ

ス費の縮減の方法が選択された感が否めない。

費用負担の側面のみを考慮して施設入所を選

んだ利用者ばかりではない。にもかかわらず、

居住費・食費が利用者の自己負担とされること

は、公的介護保険給付の守備範囲の縮小にほか

ならない。

これについては、2006年４月の制度改正に先

立って、2005年10月より前倒しの実施が予定さ

れており、施設サービスにかかる介護報酬改定

が先行して行われる。

図表－1 介護予防システム

要介護認定  

・要介護状態区分の審査  
・状態の維持または改善可能性の審査 

 

    
5  

要支援 要介護者  

新予防給付            介護給付  
                     

 

新予防給付の適切な 
利用が見込まれない 
状態像を除く 

①疾病や外傷で心身不安定 
②認知障害、思考等障害 
③新予防給付の利用困難 

（要支援 要介護１ 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5） 

・筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 
・低栄養指導 
・口腔ケア  等 

従来の保険給付は、 
中重度要介護者に 
守備範囲を縮小 

（資料）厚生労働省資料よりニッセイ基礎研究所が作成

②居住費・食費

居住費・食費の自己負担化とは、施設サービ

スにおいて、住むこと・食べることにかかる費

図表－2 居住費・食費の自己負担化

居住費用 
（光熱水費相当） 
食費 

?
（うち食材料費2.6万円） 

（介護老人福祉施設の場合 ― 要介護5） 

（食材料費＋調理費） 

一部負担 5.6万円 

計　約36.5万円 

改定後の 
施設サービス 
介護報酬 

保険給付分 
約30.9万円 

自己負担化 

（資料）厚生労働省資料よりニッセイ基礎研究所が作成

（2）医療保険制度

続いて、これまで幾度となく改正（微調整）

されてきた医療保険制度であるが、年金・介護

の改革が一段落した2005年度には、いよいよそ

の議論が本格化する。
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制度改革のテーマは制度の内外に及ぶが、昨

年度までの厚生労働省、社会保障審議会、関係

団体、規制改革・民間開放推進会議等における

様々な議論を経て、概ね絞られてきたと言える。

制度内においては、高齢者医療のあり方、保

険者の再編・統合、診療報酬体系（中医協のあ

り方を含む）などが挙げられる。他方、制度外

では、主に規制改革との関係において、混合診

療の解禁、株式会社の参入などがテーマとなろ

う。以下、介護保険制度と同じく、主たる改正

論点について解説する。

①高齢者医療

介護保険制度が導入され、高齢者にかかる社

会保険費用が分散された（介護保険給付費にお

ける医療系サービスにかかる部分は、医療保険

から移行したとされる）が、なお「高齢者医療

費亡国論」的論調は消えることがない。

現行の医療保険制度において、高齢者にかか

る医療費（老人医療費）は、各医療保険者（組

合健保、政管健保、国保等）からの拠出金（主

に若年層の医療保険料）で賄われている部分が

多く、事実上、世代間扶助の性格が強くなって

いる。超高齢社会へと進むこれから、世代間扶

助を前提とした制度設計は早晩破綻を迎える可

能性が高い。

高齢者医療については、財源負担構成を中心

にそのあり方（社会保険方式の維持、公費負担

割合等）から議論されることになろうが、制度

内に独立した「高齢者医療制度」が創設された

場合には、介護保険制度を意識した「要医療度

認定」「給付限度額」などによる公的医療保険

の守備範囲の縮小策も十分考えられる。

②混合診療

混合診療の解禁とは、保険診療と保険外診療

の混在を認める、まさに公的医療保険の守備範

囲にかかるテーマである（図表－３）。

現行の医療保険制度においては、混合診療は

原則認められておらず（保険診療の原則）、医

療保険給付費≒国民医療費という関係にあるた

め、保険財源の問題は医療供給量の問題に直結

せざるを得ない。このことが、医療保険制度改

革の議論が「（医の）倫理と保険財源」の議論

にすりかわってしまう所以である。

市場開放等の論理ではなく、丁寧なルール作

りを経て混合診療が導入されれば、医療供給の

あり方との関係において、公的医療保険給付の

守備範囲の問題が正面から議論される途が開け

るはずである。ただし、財源論に偏重した一方

的な守備範囲の縮小は避けるべきであろう。

図表－3 混合診療

 

保険診療 

患者負担（３割）  

保険給付 

 

例えば 

悪性腫瘍に対する 
素粒子治療  

保険外診療 

患者負担（３割）  

保険給付 

 患者負担（３割）  

保険給付 

 

現行制度  
：  保険外診療を併せて 

行う場合、保険診療 

部分を含め全額自己 

負担  

混合診療の解禁  
：  保険外診療を併せて行 

う場合、保険外診療部 

分のみが自己負担（保 

険診療部分はそのまま） 

 

  

＋  

（資料）ニッセイ基礎研究所が作成
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3．公的保険と民間保険の関係

公的介護保険、公的医療保険の制度改革の方

向性は、そのレベル感に違いはあっても、総じ

て「守備範囲の縮小」に向かっていると言える。

（1）現状

では、公的保険の改革が進む中、同分野にお

ける民間保険の現状はどのようになっているの

だろうか。ここでは、一定の契約件数規模のあ

る医療保障関係契約を取り上げる（2003年度

「生命保険ファクトブック」生命保険文化セン

ターより）。

まず、国内で営業する民間生命保険会社42社

についての契約動向をみると、入院・手術保障

契約では、2002年度末の保有契約が、手術保障

7,888万件、災害入院保障6,474万件、疾病入院保

障6,124万件となっている。なお、１件あたりの

平均入院保険金日額は、災害入院5,406円、疾病

入院5,483円である。また、医療保障保険は158

万件であった。

次に、医療給付金支払をみると、入院給付金

6,163億円（404万件）、手術給付金1,888億円

（174万件）となっている（なお、簡易保険、ＪＡ

共済の同支払を含めた入院および手術給付金総

額は約1.3兆円）。

これらの数値の是非、妥当性については言及

しないが、医療保障分野における民間保険の規

模は概ね上記の通りである。

（2）保障（給付）内容

医療保障における民間保険と公的保険の大き

な差異は、民間保険の多くが定額保障（例えば、

入院日額○,○○○円など）であり、公的保険は、

行われた医療行為の種類と量に応じて実績（出

来高）給付をする点にある。

公的医療保険は現物給付を原則とするもので

あり、被保険者は医療機関において「療養の給

付（健康保険法・国民健康保険法）」を受け、

その費用は医療機関が診療報酬として支払機関

（社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団

体連合会）に請求する（自己負担を除く７割相

当）。他方、民間保険は「公的医療保険制度を

『補完』する」（生命保険ファクトブック）もの

として、自己負担部分や差額ベッド代などを賄

うための定額給付が主である。

すなわち、民間保険の医療保障では、被保険

者がいかなる理由で入通院するかは原則として

問わずに定額の保険給付が行われる仕組みとな

っている。（近時は、疾病種類によって保障日

額や保障日数が異なるものもあるが、いずれに

せよ定額保障が主流となっている。）

（3）公的医療保険との距離感

では、このような違いのある公的医療保険と

の関係はいかなるものなのであろうか。

公的医療保険が国民皆保険（全ての国民が何

らかの公的医療保険制度に加入している）制を

建前とすることから、民間保険はまさに自己負

担部分または入通院に伴って発生する諸費用

（初期費用、差額ベッド費用、移動費用など）

を補填することを主たる機能としてきたと思わ

れる。

確かに、膨大な数の医療行為ごとに設定され

る価格（診療報酬）と医療行為の個別性等に鑑

みれば、定額保障の形式を採らなければ、一定

の収支を確保する商品設計はままならないとも

思える。

しかし、前述の通り、公的医療保険の守備範

囲が縮小へ向かうことが予測される中、民間保

険の機能と役割は定額保障を中心とする現状の

商品構成で足りるのであろうか。公的医療保険
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を補完するだけの民間保険は今後も求められ続

けるのであろうか。（もっとも、近時は高度先

進医療等に対応した実損填補型の医療保険商品

も見られるが、現行の保険診療の原則の下では、

準定額保障の感は否めない。）

（4）被保険者を取り巻く環境

一連の制度改革により、医療では「高齢者医

療制度」や「混合診療」、介護では「介護予防」

や「居住費・食費負担」など、国民（被保険者）

を取り巻く公的保険の環境は様変わりする。年

金に限らず、公的保険だけでは医療や介護のリ

スクに対応できなくなること、すなわち、金銭

的な保障によって公的医療保険・公的介護保険

の守備範囲の上乗せ部分を補填するだけでは済

まなくなることを、国民は気付き始めている。

公的保険は制度の持続可能性という合言葉の

もと、ナショナルミニマムを模索している。被

保険者は、公的保険を「前提として」ではなく、

「含めて」自分の万一の備えを設計しなければ

ならない。

公的保険の守備範囲の変化を無視することは

もってのほか、公的保険のパートナーとして

「協働」できる民間保険が選ばれるときが訪れ

た。

4．補完関係から協働関係へ

公的保険を「補完」することから、公的保険

と「協働」する民間保険になるには、いかなる

準備が必要か。

（1）公的保険を知る

まずは、被保険者が置かれるであろう状況を

正確に把握しなければならない。

公的医療保険がどのように変わっていくの

か、すなわち、高齢者医療制度の対象者は保険

料負担の可能性を含めて、どのような金銭的リ

スクに晒されるのか、を知ることである。混合

診療によって生まれるリスクは何か、無くなる

リスクは何か。

公的介護保険がどのように変わっていくの

か、すなわち、介護給付対象者から新予防給付

の対象者となる高齢者とその家族には、どのよ

うな給付の変化が生じるのか、を知ることであ

る。これまで介護給付により確保されてきた

「家事」「入浴」「健康管理」を自ら入手するた

めに何が必要になるのか。

公的保険の輪郭を知ることで、被保険者の直

面するリスクの範囲が判明してくる。被保険者

は「焼け太り」は望んではいない。公的保険の

守備範囲の縮小に伴って拡大したリスクを「き

ちんと」把握して積極的に協働する民間保険を

望んでいるはずである。

（2）医療・介護を知る

次に、医療と介護そのものを知ることが必要

である。被保険者の拡大したリスクについて根

拠をもって把握しなければならない。単に公的

保険の守備範囲の縮小に伴って減少した保険財

源部分を民間保険市場が譲り受けるのではな

く、縮小したままでよい部分はそのままに、他

方、なお拡大すべき部分は公的保険とともに民

間保険市場が支えていくことが重要と考える。

これこそが、補完関係から協働関係への転換

である。

公的保険の守備範囲にかかわらず、高齢者の

医療リスクはどの程度の大きさなのか、混合診

療により公的保険から零れ落ちる高度先進医療

はどの程度の技術で、どの程度のニーズがある

のか、介護予防による生活力の低下は何によっ

て回復させるのか。被保険者が求める保険リス
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クの形と大きさを探ることこそが民間保険に課

せられた責務であろう。

5．おわりに

超高齢社会の訪れは、低福祉低負担か、高福

祉高負担か、の選択肢を奪う。何もしなければ、

「低福祉高負担」が現実のものとなる。国はこ

こにきて「低福祉低（中）負担」へと舵を切っ

た。繰り返すが、低福祉とは国民の福祉（医療、

介護）のニーズやリスクが縮小したことではな

い。国として提供する福祉を縮小するだけのこ

とである。当然、セーフティネットの隙間が生

まれる。

しかし、その隙間を全て民間保険が埋めれば

いいという訳ではない。二重のネットの部分も

あれば、隙間のままの部分があってもいい。

公的保険の守備範囲が縮小しようとしている

今、民間保険は旧来の補完関係から脱け出さな

ければならない。公的保険の存在を前提とした

発想を超え、進むべきは、公的保険と民間保険

が積極的に「協働」して準備する新しいセーフ

ティネットの形成への途である。
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